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「下境地区」移転先検討箇所（案） 
 

■移転先候補地選定の視点 
災害に対して安全性を確保できること      ⇒ 参考 1.ハザードマップ参照 

コミュニティを維持した集団移転が可能であること 

法規制等に照らして迅速に整備可能であること     ⇒ 参考 2.土地利用規制図参照 
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※現時点での案であり、今後変更する可能性があります。 

移転先 
検討箇所 

土地利用を工夫するゾーン 
・住宅が水に浸かる危険性が高いエ
リアを「土地利用を工夫するゾー
ン」として位置づけます。 

・生業の場を維持するための取組み
等について、皆様と検討していき
ます。 

集落の維持を図るゾーン 
・水害の危険性が低いエリアを
「集落の維持を図るゾーン」と
して位置づけます。 

・当該ゾーンの中でも、より危険
性の低いエリアを中心に「土地
利用を工夫するゾーン」からの
移転先の確保等を皆様と検討し
ていきます。 

安全・安心のまちづくりゾーニング 

資料 2 



2 
 

参考１.「下境地区」ハザードマップ 
  

那須烏山市 令和 4 年 3 月発行 
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参考２.「下境地区」土地利用規制図 
 

※作成図面根拠資料 
・農振農用地資料（那須烏山市） 
・「LUCKY（土地利用総合支援ネットワークシステム）」（国交省） 
・「那須烏山市文化財マップ（那須烏山市） 
・「栃木県埋蔵文化財地図」（栃木県） 
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